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令和 7年度第 1回笛吹市地域公共交通会議 会議録 

 

１ 開催日時：令和 7年 6月 20 日（金）午前 10時 00 分～11 時 00 分 

２ 開催場所：笛吹市役所本庁舎 3 階「301 会議室」 

３ 出席状況 

 ⑴出席委員：一般社団法人山梨県バス協会 専務理事 

山梨交通株式会社 取締役バス事業担当（代理出席） 

       富士急バス株式会社 代表取締役（代理出席） 

       有限会社一宮交通 代表取締役 

       一般社団法人山梨県タクシー協会笛吹支部 理事 

       笛吹市連合区長会 理事（2名） 

       笛吹市シニアクラブ連合会 会長 

関東運輸局山梨運輸支局 主席運輸企画専門官 

社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会 事務局長 

       甲府河川国道事務所 副所長 

       笛吹警察署交通課 課長 

       山梨県 リニア・次世代交通推進課 課長（代理出席） 

       早稲田大学理工学術院 教授 

笛吹市 副市長 

 ⑵事務局 ：総合政策部長 

       総合政策部企画課長 

       総合政策部企画課 課長補佐 

       総合政策部企画課 主査 

⑶欠席委員：4人 

 ⑷傍聴人 ：なし 
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■会議次第 

１ 開 会  

２ 委嘱状交付   

３ 市長あいさつ 

４ 委員紹介 

５ 事務局職員紹介 

６ 役員選出について 

７ 会長あいさつ 

８ 議 事（協議・報告） 

(1) 笛吹市バス事業の概要について  

(2) AI デマンド交通の運行エリア拡大及び運行状況について 

(3) AI デマンド交通の乗降ポイントの追加について 

(4) 補助金申請に係る地域公共交通確保維持改善事業の計画（案）について 

(5) 令和６年度事業、決算報告及び令和７年度事業計画、予算について 

９ その他 

10 閉 会 

10：00 
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１ 開 会  

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 市長あいさつ 

皆様こんにちは。 

本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

今年度の委員の委嘱をさせていただきました。任期は 2年間となりますので、よろし

くお願いいたします。 

笛吹市の公共交通は、令和 4年度に笛吹市地域公共交通計画を策定し、市内公共交通

の再編を進めてきました。その第一歩として、令和 6年 1月 15 日から AIデマンド交通

「のるーと笛吹」の実証運行を開始し、地域や利用者の皆様からも大変好評をいただい

ていること、運行継続への要望が高かったことを受け、令和 7年 4月から本格運行に移

行し、運行エリアを石和町全域、御坂町東部、春日居町に拡大しました。現在運行エリ

アになっていない一宮町、境川町については、今年度準備を進め、令和 8年 4月から運

行する予定です。皆様からもご意見をいただき、必要なところは改善しながら、地域の

生活の足として運行させていきたいと考えていますので、御協力をお願いいたします。 

2 年間よろしくお願いいたします。 

 

４ 委員紹介 

 

５ 事務局職員紹介 
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事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

６ 役員選出について 

 ・「笛吹市地域公共交通会議規約」の説明 

 ・会長に早稲田大学 佐々木教授、副会長に笛吹市 深澤副市長、監事に連合区長会 

宮川理事が就任 

 

７ 会長あいさつ 

皆様こんにちは。 

今年度から 2年間の任期となりますので、よろしくお願いいたします。 

この会議は、笛吹市の公共交通について議論をする場となります。皆様のご意見をい

ただき、笛吹市の公共交通がよいものとなるよう御協力をお願いします。 

公共交通について、考えていることが一つあります。それは、公共交通をもっとかっ

こ良く、乗りたくなるものにしていきたいということです。公共交通に対する補助とし

て確保維持改善事業というものがありますが、確保維持という言い方が非常にネガティ

ブであり、頑張って維持しましょうという印象になります。そうではなく、ポジティブ

なイメージでとらえ、積極的に地域の魅力向上のツールとして、公共交通で活用できな

いかと日々考えています。 

そういった意味では、笛吹市の公共交通に対する取り組みは、県内では先頭を走って

いるのではないかと思っています。AIデマンド交通の利用ガイドには、「移動をもっと

自由に」と書かれており、自由な移動ができるようになることが、地域にとっての魅力

として、感じられ、若い人や子どもたちが乗りたくなるような公共交通をトータルでデ

ザインしていくということが、大切だと考えています。 

ぜひ、積極的に乗りたくなるような公共交通がどういうものであるかということも含

めて、御意見等いただけると、笛吹市の持続可能性を高めていくことにつながると思っ

ていますので、皆様の御協力をよろしくお願いします。 

2 年間よろしくお願いいたします。 

 

（市長退席） 

 

８ 議事 

（1）笛吹市バス事業の概要について 

 

資料 1「笛吹市バス事業の概要について」事務局担当者説明 

  

 事務局からの説明について、御質問等がありましたらお願いします。 

 

 （質疑なし） 

 

 では、了承とさせていただきます。 

 

（2）AI デマンド交通の運行エリア拡大及び運行状況について 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2「AI デマンド交通の運行エリア拡大及び運行状況について」事務局担当者説明 

  

 事務局からの説明について、御質問等がありましたらお願いします。 

 

 （質疑なし） 

 

 では、御承認いただいたものとします。 

 

（3）AI デマンド交通の乗降ポイントの追加について 

 

資料 3「AI デマンドの乗降ポイントの追加について」事務局担当者説明 

 

 事務局からの説明について、御質問等がありましたらお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

では、御承認いただいたものとし、事務局は設置に向けて手続き等を進めてください。 

 

（4）補助金申請に係る地域公共交通確保維持改善事業の計画（案）について 

 

資料 4「補助金申請に係る地域公共交通確保維持改善事業の計画（案）について」

事務局担当者説明 

 

 事務局からの説明について、御質問等がありましたらお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

 よろしければ、事務局から説明がありましたとおり、「地域公共交通確保維持事業計

画」については、今後の事務的書類の作成は事務局にお任せすることとし、軽微な修正

以外の想定外の項目等があった場合には、当該部分について、書面にて協議を行わせて

いただく場合があるということを御了承いただいて、基本的にはこの内容で申請を行っ

ていくことになりますので、よろしくお願いします。 

 

（5）令和 6年度事業、決算報告及び令和 7年度事業計画、予算について 

 

資料 5「令和 6年度事業、決算報告及び令和 7年度事業計画、予算について」事務局

担当者説明 

 

事務局からの説明について、御質問等がありましたらお願いします。 
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会長 

 

 

 

会長 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

11：00 

 

（質疑なし） 

 

では、御承認いただいたものとします。 

 

以上をもちまして本日の議事は全て終了いたしました。御協力、誠にありがとうござ

いました。 

 

佐々木会長にはスムーズな議事進行ありがとうございました。また委員の皆様におか

れましても、進行に御協力をいただきましてありがとうございました。 

 

９ その他 

特になし 

 

10 閉 会 

 


